第１号様式
[bookmark: _GoBack]就労体験講習申込書
令和　　年　　月　　日
	フ リ ガ ナ
氏　　   名
	

	
	

	住　　　 所
	〒



	生 年 月 日
	 　     　年 　 　月 　　日 生　　　　　( 満　　 　歳 )

	電 話 番 号
	( 自宅・その他　　　　　　　　 　)　( 携帯　　　　　　　　　　　　　　)

	通勤方法
	車　・　バイク　・　自転車　・　公共交通（　　　　　　）

	希望する
仕事（職種）
	

	免 許・資 格
(実務経験年数等)
	


[ 普通自動車免許　　　有（　AT限定　・　MTも運転可 )　・　無　　]

	経 験 職 種
	
　　　　　　　　　　　　　継続して３年以上の正規雇用の経験　　有 ・ 無　

	最終学歴
	
（　   　年　　月卒業）

	その他参考
	・現況 （求職中　・　在職中　・　在学中（　  　年　　月卒業）・　その他）
　※在学中の方（学校名：　　　　　　　　　　　　学年：　　　　　）

	※個人情報を、就労体験受講の手続き（傷害保険契約）に利用することに
（同意する　・　同意しない）

	備　考
	























第２号様式
就労体験講習受入通知書

令和　　年　　月　　日

高知県知事　様
（受講者）　　　　　　　　　　様※１）
　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事業主職氏名　　　　　　　　　　　　印

高知県就労体験講習における就労体験講習の受入について下記のとおり決定しましたので、通知します。

記

１　受講者氏名
支援機関名　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
２　講習期間　　　令和　　 年 　　月 　　日　～　令和　　年　　 月　　 日
３　講習場所
４　講習時間　　　　：　　 ～ 　　：　　　（休憩　　　：　　 ～ 　　：　　　）
５　休日　　　　　□土曜　　□日曜　　□祝日　　□その他（　　　　　　　　）
６　講習内容
７　指導者　　　（職名）　　　　　　　　　　　（氏名）
８　その他特記事項

※１）受講者の氏名を記入してください。
※体験受講者には写（コピー）をお渡しください。

第３号様式

就労体験受講カード（事業主用）

・受講期間は最長１５日間です
　講習保険期間
　　月　　日　　～　　月　　日
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※就労体験講習開始日から30日以内の間で設定してください。






　　
　












上記のとおり、　　　日間の講習を実施したことを証明します。
　　令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　事業者名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　印



第４号様式
令和　　年　　月　　日

高知県知事　様

就労体験講習実績報告書（事業主用）
就労体験講習が修了しましたので報告します。
	①　報告者
　事業所名
　代表者氏名　　　　　　　　　　　　印

〒
所在地

電話
	④　支給額（講習期間内の押印数（受講カード）に応じて、日数、支給金額を記入してください。）
	日数
	単価（円）
	支給額（円）

	
	1,000円（税込）
	


途中で中止した場合、その理由。
	イ
	事業主都合

	ロ
	受講者都合

	ハ
	その他




	②　講習指導料振込希望金融機関
　　　　　　銀行・農協・信金　　　　　　　本店・支店
　当座・普通　※ゆうちょ銀行の場合、記号（　　　　　　）
口座番号
口座名義（ﾌﾘｶﾞﾅ）
	⑤　処理欄（※　記入しないでください）
(1) 受理日・支給（不支給）決定日　　　　　　 年　　月　　日
(2) 受理・支給決定番号　　　　       　　第　　　　　　　号
(3) 支給決定額　　　　　　　　      　　　　　  　　　　円
(4) 支給日　　　　　　　      　　　　　 年　　  月　　 日

	③ 講習後結果：採用・不採用・受講者辞退 ・途中中止 
　雇用形態：正社員・ﾊﾟｰﾄ・その他(　　       　　　)
　採用年月日：　　　　  年　  　月  　　日
	



（注１）申請日及び①～④について記入してください。
（注２）講習修了日翌日から7日以内に提出してください。
（注３）期限を過ぎると指導料が支給されない場合があります。



